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豊前市地域脱炭素移行・再エネ推進事業仕様書 

 

１．業務名 

豊前市地域脱炭素移行・再エネ推進事業 

 

２．目 的 

豊前市（以下「本市」という。）では、令和４年６月にゼロカーボンシティ宣言を行い、 

２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロを達成するための取組みを進めている。 

本事業は、ＰＰＡ方式により、公共施設へ太陽光発電設備等の設置、運転管理及び維持管理等を

行い、同施設の平常時の温室効果ガス排出を抑制することを目的とする。 

 

３．候補施設 

  豊前市立豊前中学校 

 

４．事業内容 

 （１）業務内容 

   事業者は、以下の業務内容を実施すること。 

ア 事業者は、候補施設（別紙１の施設をいう。以下同じ。）に対して設備容量検討及び構造計

算調査を行う。 

イ アの内容について、本市の承認を受けた後、事業者は対象施設の屋上等の情報提供を受け、

企画提案書を基に設備の設計・監理業務、施工業務に関連する手続き、その関連業務を行う。 

ウ 事業者は、陸屋根へ設備を設置する際、防水層等の既存構造物を破損した場合は、事業者負

担で修復する。 

エ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。また、設備に異常若しくは故

障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、速やかに機能の回復を行う。 

オ 発電した電力の供給については、候補施設で自家消費率が３０％以上となるように計画す

る。 

カ 電力供給契約期間満了時、事業者負担で建物から設備の一切を撤去し、建物を原状に回復し

たうえで本市に明け渡すものとする。ただし契約期間満了の６か月前から契約期間満了時ま

でに、本契約終了時の設備の扱いについて、本市から事業者に対して何らかの申し出があっ

た場合には、設備の扱いについて本市と事業者の協議の上、決定する。 

キ 電力供給期間終了後に、事業者が設備を撤去する際、防水層等の既存構造物を破損した場合

は、事業者の負担で修復を行う。 

ク 事業者は、対象施設管理者等へ説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作

説明、マニュアル作成等)を行う。内容等については本市と協議の上、決定する。 

 

 （２）事業期間 

ア 契約開始から設備の撤去又は、譲渡までを事業期間とする。 
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イ 運転期間（電力供給の開始から終了までの期間）は、運転開始日から２０年間とするが、 

事業者と本市とで協議し延長も可とする。 

ウ ＰＰＡ設備の導入時期については原則、令和８年度とする。ただし、電力供給開始時期につ

いては、市と協議の上、決定する。 

（３）建物への電力供給及び契約単価 

ア 設置した設備で発電した電力は、最大限その建物等に供給し、不足する電力は、九州電力

(株)からの電力供給を受けるものとする。 

イ 本市は、候補施設に太陽光発電設備から供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を

事業者に支払う。 

ウ 電力使用量は、検定を受けた電力量計により計測するものとする。電力量計の検定費用は事

業者が負担する。また、事業者から施設管理者に電力使用量及び発電電力量を記載した請求書

を発行する。 

エ 契約単価は、電力使用量に対する電気料金単価のみとする。 

オ 月別又は時間帯別に異なる単価は使用できないものとする。 

カ 基本料金の単価設定は、行わないものとする。 

キ 契約単価には、設備の設置、運用、維持管理、租税公課等、本事業の目的を達成するために

必要となる一切の諸経費を含めるものとする。なお、事業者に交付される補助金相当額を控除

すること。 

 

５．設備工事前の調査・手続 

（１）設備容量検討 

ア 太陽光発電設備の容量は、調査結果や電力シミュレーションから適宜精査すること。 

（２）構造調査 

ア 事業者は、市から必要な施設情報等の資料を収集し、その資料や（１）の調査結果等を踏ま

え、長期荷重、地震力、風圧力、その他外力に対して施設の構造安全性に問題ないことの確

認を行い書面により本市に報告すること。 

（３）各種関係手続等 

ア 関係法令等の規定に基づき届出等手続を要する場合は、必要な手続きは事業者が行い費用

も負担する。 

イ 設備の設置が、建築基準法、電気事業法等の各種法令の規定に適合していることが確認でき

る書類を本市に提出する。 

ウ 事業者が施設を使用するに当たっては、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２３８条の

４第７項に基づく行政財産使用許可を申請するものとし、契約締結後に必要な書類を本市へ

提出することとする。また、使用料は、豊前市行政財産使用料条例第１０条第３号及び第４

号に基づき全額免除とする。なお、固定資産税については、地方税法（昭和 25 年第 226 号）

第３８３条の規定により、償却資産として本市に申告する。 
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６．設備の設置条件等 

（１）太陽光発電設備 

ア 発電設備の据え付けは、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第３９条及び JIS C 

8955（2017）「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、地 

震その他の振動や衝撃に対して耐える構造とする。 

イ 陸屋根の防水施工事業者の保証基準に基づいた工法での施工を原則とする。 

ウ 発電設備機器及び配管等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針（最新版）に基づき行うも

のとする。 

エ 発電設備はＪＥＴ認証を取得したもの、又はＪＥＴ認証に相当する品質及び安全基準に準

拠した製品であること。 

オ 太陽光発電設備のメーカーが国外企業の場合、当該メーカーの日本法人があること。 

（２）その他事項 

ア 事業者は、使用許可を受けた場所を本業務以外の用途に使用してはならない。 

イ 本市は、事業者が本仕様書に定める事項を履行しないときは、本業務に係る契約を解除し、

使用許可又は現状変更の承認を取り消すことがある。この場合は、事業者の責任と負担にお

いて施設から発電設備を速やかに撤去し、原状回復すること。 

ウ 事業者は、対象となる施設管理者に対し、都度、丁寧かつ分かりやすい説明を行うこと。 

 

７．工事の実施（工事における配慮事項・安全対策・停電対応） 

工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設

備工事編）、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）に準

拠して施工すること。ただし、特別な事情が生じた場合は、別途協議により決定する。 

また、発電設備に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法（昭和 39年法律 

第 170号）、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 317 号）等の関係法令を遵守するものとする。発電設備の設置の条件は、以下のとおり

とする。 

ア 設置時には、施設の防水機能に影響が無いよう施工すること。また、発電設備に起因する 

雨漏り等が生じた場合は、事業者の責任及び負担で必要な措置を取ること。 

イ 工事日程等については、本市及び施設管理者と協議の上、決定すること。また、施設管理者

から苦情等があった場合は、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。 

ウ 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計・ 

施工をし、影響が懸念される場合には対策を施すこと。地域住民及び施設管理者から苦情が

あった場合は、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。 

エ 事業者は施設への発電設備導入に先立って、詳細設計を行い、平面図、立面図、電気設備 

図面（ＰＤＦ形式データ）、工程表を本市に提出し、確認を受けること。 

オ 施工に伴う各種許認可の手続き費用については、事業者で負担すること。また、行政機関 

との協議については記録を取り提出すること。 

カ 施工にあたり、本市が施工に係る書類を求めるときは、別途提出すること。 
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キ 施工にあたり、施設管理者と協議の上、十分に注意を払った工事手法及び工程を計画し、実

施すること。 

ク 発電設備に係る配線ルートについては、施設の保安・管理上支障がないルートを選定の 

上、本市及び施設管理者との協議により決定すること。発電設備には、施設の電気工作物と

識別ができるように要所に本事業のものであることが分かるような表示を行うこと。 

ケ 発電設備設置については、計画書（作業内容に係る工程表等）を作成し、本市及び施設管理

者と事前協議の上、施設の電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うものとする。 

コ 工事完成時には、現場で本市の確認を受けること。その際、手直しが必要な部分がある場合

は速やかに対応すること。さらに、完成図書書類（機器仕様図、取り扱い説明書、完成図面

及び各種許認可書の写し等）を２部作成し、本市に提出するものとする。なお、完成図面は、

ＰＤＦ形式データのほかにＤＸＦ形式データ及びオリジナルＣＡＤデータを提出すること。 

 

８．電力供給・維持管理（保安・点検）・報告・非常時等の基本仕様 

事業者は、設備による電力供給・維持管理・報告を行う。また、非常時においては適切な対応 

を行うものとする。条件については、以下のとおりとする。 

ア 事業者は、本市及び当該施設の電気主任技術者と、責任分界点、保全の内容及び費用負担等

を協議し、維持管理に努め、適切な保守点検計画を提出すること。さらに、発電設備が故障

した場合は、直ちに当該施設の電気主任技術者に連絡の上、修理を行うこととする。なお、 

発電効率を下げないよう毎年 1回以上点検を行い、風雨や積雪等による故障や、腐食、さび、

変形、基礎の沈下、隆起、ボルト、金具のゆるみ等の確認を行うものとし、その結果を本市

に報告すること。 

イ 事業者は、当該設備を設置した施設での発電量及び需要量等の情報について、北九州都市圏

域におけるエネルギーマネージメントを行う株式会社北九州パワーが情報提供を求めた場合

には情報を提供すること。また、運転期間における温室効果ガス排出量削減効果の検証業務

を行うこと。 

ウ 大規模地震、大規模台風等の発生後は、速やかに発電設備全般の点検を行い、被害拡大防止、

安全対策に万全を期すること。また、点検結果を本市に報告すること。 

 

９．責任分担の基本事項 

上記１.～７.を含め、事業実施にあたり予測される「リスクと責任分担」については、「別紙２」 

及び下記のとおりとする。また、これに定めないものは協議により決定する。 

ア 事業者は、本事業により当該施設及び第三者に損害を与えないようにすること。なお、損害

が発生した場合に備え、損害保険や賠償責任保険等に加入し、本市へ写しを提出すること。 

また、当該施設及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負い、事業者の責任 

において速やかに対応するものとする。事業者が責任を負うべき事項で、当該施設が責任を 

負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協 

議を行う。 

イ 事業者は、本事業上知り得た内容、情報等を本市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 
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１０．その他 

ア 本市が保有する資料について、事業者から本事業の遂行上必要となる資料の要求があった

場合には、本市の判断において貸与するものとする。貸与を受ける事業者は、貸与資料の目

録を作成するとともに、事業完了後に全貸与資料を返納又は処分しなければならない。 

イ 本事業の目的を達成するために必要な事項で、本仕様書に定めのない事象が発生したとき

は、本市と事業者で協議して決定するものとする。 

 


